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 Abstract  : Social workers have been working with families and/or famiy therapists. In 

other words, family—centered social casework is originally one of the crucial fields of social 

work practice, which has been influenced by the paradigm of system thinking and espe-

cially, these years, has evolved with  post—modem thinking in parallel. Social workers could 

apply many and various ideas and skills to their works through them. 

    This paper describes the concept of family resilience on the context of narrative  fam-

ily therapy. Taking into account of family resilience enhances families recover their poten-

tial  functionings, furthermore, leads them to dis—solve so—called  'problem'. It can be ex-

tremely natural and humane way in working with people that social workers might trust 

family and place reliance on family resilience, and could explore and strengthen family re-

silience. To demonstrate the possibility of family resilience approach, two cases based on 

narrative family therapy will be reported.

Iは じめ に

社 会 福 祉 援助 技 術 実 践 にお い て 、 シス テム 論

に よ る家 族 療法 のパ ラ ダ イ ム に 基 づ い た家 族援

助 は多 彩 な文脈 に お い て行 わ れ て きてい る。 そ

の シス テ ム論 に基 づ く家 族 療 法 も、記 念 碑 的 な

グ レゴ リ ー ・ベ イ トソ ンの 「分 裂 病 の理 論 の確

立 に向 け て(Bateson,et.al.,1956)」1)の 発 表 か

らす で に40年 有 余 の歳 月 を経 、 世 界 各 国 で さ

ま ざ ま な方 法論 や理 論 や、 そ れ ら に基 づ く様 々

な試 みが な され て きて い る。 本 稿 で は 、 その 中

か ら1980年 代 後 半 か ら、90年 代 にか け て 注 目

を 集 め て き た マ イ ケ ル ・ホ ワ イ ト(White,

M.)や 、 ア ン ダー ソン(Anderson,T.)等 に よ

るナ ラ テ イ ヴ ・セ ラ ピー(narrativefamilyther-

apy)に 則 り、予 め 入 や 家 族 の 中 に内 在 して い

る レ ジ リ ア ンス(resiliene,回 復 力)を 、 予 防

的 な、 あ るい は、 危 険 な 因 子 の一 つ と して アセ

ス メ ン トす べ き もの とと ら える の で は な く、 家

族レ ジ リア ンス の機 能 をた か め 、 自然 に問 題 解

決 の 方 向性 へ と向 か った と考 え られ る事 例 を通

して 、 家族 レジ リア ンス ・アプ ロー チ につ い て

紹 介 し、社 会福 祉 援 助 にお け る基本 的 な原 則 の

ひ とつ で あ るサ ー ビス利 用 者 の 自律 性 の尊 重 と



は、 基本 的 には家 族 レジ リア ンスへ の信 頼 で あ

り、 そ れ を機 能 させ うる こ とな の で は ない か と

い う こ と につ い て論 述 す る もので あ る。

Ⅱ家族の レジリアンス とは

家 族の レジ リア ンス に注 目する ワルシュ

(Walsh,F,1996)2)に よれば、レジリアンスと

いう概念は、 もともと危機に瀕 していかに速や

かに立ち直ることができるかの個人的資質を言

うものであり、児童発達の分野においては遺伝

的要素 と成育環境的要因のか らみ合った、健全

な発育の要素の一つ としてみなされてきた。ま

た、従来の医学モデル的理論において、いわゆ

る機能不全の家庭で育った子どもが問題行動を

生 じる場合 もあれば、問題な く成長 し、サバイ

バルする場合 もあるわけだが、そのサバイバル

の要因の一つとして、子 どもの生得の能力 とし

てアセスメントの対象 とされてきた。

個人のレジリアンスに関 しては多 くの研究が

なされて きているが、ワルシュによれば、気楽

で、ユーモアのセンスがあ り、楽観的であり、

問題解決のための考える力があり、希望と自己

コン トロール意識による自己評価や自己有能感

が高いことであ り、あるいは、経験上物事をコ

ン トロールできるという信念があること、人生

ので きごとに深 く関わること、変化を成長への

チャレンジととらえられること等々が挙げられ

ている。

ワルシュは、 レジリアンスを個人の生得の資

質であ り、問題解決能力の一端 としてのみ考え

るのではな く、家族を個人のレジリアンスの資

源として考える。子どもにとって、望ましいの

は、情緒的な暖かさや、明確な構造をもった家

庭において養育されることであろうが、決して

理想的であるとは言えない家庭の状況下にあっ

ても、子どもがサバイバルする条件として、親

戚や他の家族メンバーや、近隣の人々の中にひ

とりでも、両親にかわる子 どもと強い関係性を

もった成人がいること、つまり、社会的サポー

トも子どものレジリアンス獲得への要因となる
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と して い る。 近 年 のAC問 題 や 、児 童 虐 待 の

多 発 、離 婚 等 に よ る原家 族 の解 体 ・変 化 に よっ

て 、 危機 に直 面 す る子 ど もた ちへ の 予 防 策 と し

て 、 家族 、拡 大家族 、 あ るい は家 族 の よ うな影

響 性 を もつ、 近 隣 シ ステ ム をその 資 源 と もみ な

して 、家 族 レ ジ リ ア ンス に注 目す る こ とが家 族

が 危機 を乗 り越 え う る一 つ の重 要 な要 素 で あ る

と提 唱す る。 つ ま り、子 ど もの レジ リア ンス を

育成 す る もの は、 強 い 関係 性 で あ り、子 ど もは

社 会 的 な状 況 と時 間 的 な過 程 を鑑 み て の エ コ ロ

ジ カ ル で、発 達 的 な観 点 か ら家 族 レ ジ リア ンス

を必 要 とす る と言 え よ う。

更 に、 ワル シ ュは子 ど もの レジリ ア ン ス に と

っ て の家族 とい う視 点 か ら、 家族 そ の ものの レ

ジ リ ア ンス に注 目す る。 この 家族 レジ リア ンス

・ア プ ロ ー チ は、 社 会 福 祉 援 助 技 術 に お い て

は、 医 学 モ デ ル とた も とを分 か ち 、生 活 モ デ ル

へ と移行 す る流 れ、 つ ま り、 シス テ ム論 か ら、

エ コ ロ ジ カ ル ・ア プ ロ ー チ3）、 課 題 中心 ア プ ロ

ー チ4)、 コ ン ピ タ ン ス ・ア プ ロ ー チ5)を 経 て 、

近 年提 唱 され てい る、 ス トレ ング ス ・ア プ ロー

チ6)の 流 れ の 中 で 非 常 に 自然 に受 け入 れ られ る

もの で あ る と考 え られ る。家 族 を傷 付 い た もの

と して で な く、 チ ャ レ ン ジ ン グ な もの とみ な

し、 ス トレスの ない 家族 が あ る はず は な く、 い

か に、圧 倒 され る よ うな ス トレス の 中で 、家 族

が生 き抜 い て きた か に注 目す る。 つ ま り、家 族

の 自己修 復 能 力 を肯 定 す る もの なの で あ る。

この家 族 レジ リア ンス ・ア プ ロ ーチ は ス トレ

ングス ア プ ロー チ を展 開 した もの の よ うに もみ

え るが 、 そ れ は 、家 族 の過 程 をチ ャ レ ンジ の過

程 と し、 家 族 機 能 を社 会 的 コ ン テキ ス トと、 そ

のニ ー ドに応 え る こ と、家 族 周 期 にお い て、 家

族 が 十 全 にそ の レジ リア ンス を発揮 し、発 達 し

て きたか に着 目す る もの で あ る。 これ らの考 え

方 は近 年 の と りわ け シ ス テ ム論 的 家族 療 法 が と

りい れ られ る流 れ にお い て は、 自然 な もの と な

って い る とい え よう。 例 え ば、 ク リス トンセ ン

ら(Chriｓtensen,D.N.et,al.,1999)7)が 、 解 決 志

向 型 ア プ ロ ー チ の有 用 性 につ い て の論 文 中で 再
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三 強 調 してい る よ うに、 ソー シ ャル ・ケ ー ス ワ

ー ク に お いて
、 サ ー ビ ス利 用 者 の 力(ス トレ ン

グス)や 、 解 決 に着 目 し、 環 境 に働 きか け て い

くこ とは一 般 化 し、 そ の有 効 性 は認 知 され て い

る。 一方 で、 「医 学 一 病 理 モ デ ル」 を基 盤 とす

る ア プ ローチ や ア セ ス メ ン ト、 つ ま り、 「問題 」

や サ ー ビス利 用者 や 関係 者 や 環 境 の 「病理 」 を

問 題 とす る ス タ ン ス は依 然 圧 倒 的 な 主 流 で あ

る。 従 って依 って立 つ理 論 が 異 な る職 種 が よ り

機 能 的 に協 働 す る た め に は解 決 志 向 型 ア プ ロー

チが 有 用 であ る と彼 等 は説 く。 個 人 や 家族 を、

病 理 の危 険 暇子 とみ る こ と もで きれ ば 、解 決 へ

の潜 在 力 とみ る こ と もで きる の であ る。

いず れ にせ よ、援 助 を必 要 とす る現 場 の 多様

性 とサ ー ビ ス利 用 者 と提 供 者 の 多 様 性 と緊 急

性 、 あ るい は慢 性化 の 中 で、 様 々 な職 種 の協 働

が 求 め られ てい る現状 にあ っ て は、 まず 、 問題

と され る状 況 の どこ に着 目す る か は重 要 な合 意

内容 で あ る と言 え よ う。 そ の合 意 は、 言 う まで

もな く、 サ ー ビス 利 用 者 や家 族 との合 意 も含 め

て の もの で あ る。

この よ うな 中 にあ って 、 ワ ル シ ュ は 、病 理 モ

デ ル に敬 意 を払 い なが ら も、家 族 レジ リア ン ス

を、 個 人 の レジ リア ンス の資 源 と して の 予防 的

要 因 と危 険 因子 と して み な す だ け で な く、 ナ ラ

テ ィ ヴ ・セ ラ ピーの 立 場 か ら家族 そ の もの の レ

ジ リ ア ン ス に着 目す る。

ハ ウ リ ー ら(Hawley,D.R、etaL,1998)8)は

家 族 の レジ リア ンス とは家族 が も と も との そ の

家族 な りの ウエ ル ビー イ ング な状 態 に戻 る力 で

あ り、 そ れ は、 端 的 に言 え ば 、 モ ー フ ォジ ェ ネ

シ ス9)と い う こ と で あ る と述 べ て い る。 つ ま

り、家 族 には基 本 的 に危 機 的状 況前 の 家族 の機

能 レ ベ ル に戻 る 力 が あ る と仮 定 し、 家 族 機 能

は、 病 理 的 な面 か らで な く、 健 康 の面 か ら捉 え

られ も ので あ る と して い る。

ハ ウ リ ー も家 族 に予 防 的 要 因 と危 険 要 因 の両

者 をみ てい るが 、ハ ウ リー の 言 う家族 レ ジ リア

ンス は、個 人 の レジ リア ンス で 強調 され る よ う

な ス トレス対 処 能 力 と言 う よ り も、 そ れ に打 ち

克 っ た こ とや 、「回復 」 の 力 や 機 能 に 着 目す ベ

き であ る と、 家族 レジ リア ンス を次 の よ うに定

義 してい る。

家族レジリアンスは過去や現在の累積した

ストレスに直面 したときに家族が適応 し、

元気になるために家族が辿ることのできる

よすが。レジリアントな家族は、それぞれ

のや りかたでこれら危機的な状況に前向き

に反応する。それは家族の置かれたコンテ

キス トや発達のレベルや、予防的、危険的

な因子の相互作用的な結合や、家族が共有

している見解に依る。

ハ ウ リー は、家 族 の 関係 性 の レ ジ リア ンス を

ア セ ス メ ン トす る こ と と、家 族 が そ の レジ リア

ンス を発 揮 で きる よ うに、 危 機状 況 に備 えて 家

族 の サ ポ ー ト ・シス テ ム に注 目 して い るが 、 家

族 の 一員 が なん らか の 問題 行 動 や 症状 を呈 した

と きの 家 族 援 助 に お い て 、 も っ と も重 要 な の

は 、 この 家族 の 本 来持 っ て い る レジ リア ンス を

発 揮 す る こ と、 つ ま りは、 家 族 の ワー カ ビ リテ

ィ をた か め る よ う な援助 を なす こ とで あ る。 家

族 レ ジ リア ンス ・ア プロ ー チ に おい て は 、多 く

の 危 機 的 状 況 が 累積 し、 問 題 が 「染 み 付 い た」

い わ ゆ る多 問題 家 族 と言 わ れ る よ うな家 族 に将

来 の 可 能性 を見 い 出 し うる よ うな、家 族 メ ンバ

ー の協 働 を 目指 し、 そ の こ とに よって 、家 族 は

相 互 支 援 や 問題 解 決 へ の 自信 を、 家 族 各 員 相

互 、 あ る い はサ ー ビ ス利 用 の専 門家 も含 め ての

周 辺 シス テ ム と共 有 し、 エ ンパ ワ メ ン トされ 、

家 族 の 誇 りや 有 能 感 が 強化 され、 一層 の社 会 的

な適 応 を可能 な ら しめ る 。

この レジ リア ンス とい う概 念 は、今 日の 日本

に お い て も、 震 災 等 の 災 害 や0157事 件 後 の

急 性 ス トレス 反応 や 、PTSD予 防 の た め の プ ロ

グ ラ ム にお い て若 干 耳 にす る よ うに な って きた

言葉 で あ る。 ま た、 精 神保 健 活動 の分 野 で普 及

しつ つ あ る家 族 心 理 プ ログ ラム(pgycho-educa-

tiOn、 サ イ コ ・エ デ ュ ケ ー シ ョ ン)も 、 家 族 レ



ジリアンスをたかめるプログラムであると言え

よう。

こうした家族の危機においては、家族メンバ

ーの不調、例えば、天災のみならず、両親の離

婚におけるそれぞれの家族メンバーの危機対処

能力として、レジリアンスを養 うことが中心的

な課題 とされている。危機介入理論において

は、個人に対 しては、ソーシャルワーカーやサ

イコロジス ト等による心理一社会的サポー トに

より、個人の対処能力をたかめると同時に、個

人的ソーシャルサポー トシステムや社会的サポ

ー トシステムを利用することで、危機的状況を

より機能的に乗 り越えることをめざす ものであ

るl0)。

さらに、危機 には、家族 メンバーを 「襲 う」

危機 と同時に、子 どもや家族メンバーの何かの

「問題」の発生が家族の危機 とな り、家族がそ

の危機を乗 り越えるためにレジリアンスを必要

とする場合 との双方が考えられる。つまり、家

庭は予防的側面 と危機的側面の両面を合わせ も

っているとい うことなのである。しか しなが

ら、これらは、相互作用するものであ り、どち

らにカテゴライズされると二分することは、従

来の病理モデルを踏襲 するにすぎない。家族援

助 にあっては、familyprocessと 言 われる家族

の相互影響過程に着目するものであることを、

改めて銘記 しておきたい。

言うまで もないことであるが、家族 レジリア

ンスは予めどの家族にも用意されているもので

あり、問題はその家族レジリアンスが損なわれ

ているというよりも、機能しない状態におかれ

ていることであ り、機能することを阻害する状

況が とり去られうれば、あるいは、家族 レジリ

ァンスがよりよく機能しうる状況設定に成功し

うれば、基本的に家族は機能するものであ り、

援助とはそのためのものである。

誤解のないように述べれば、家族が機能する

形は様々であり、家族が解体すると言う形で新

たに機能し始めることも当然ありえ、その場合

こそ、家族メンバー各員のそれぞれの関係性に
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お いて 、 レジ リア ンス を発揮 す る こ とが 必 要 と

な ろ う。

本 稿 にお い て は 、ナ ラ テ ィ ヴ ・セ ラ ピー(nar-

rativefamilytherapyに お い て 、家 族 レジ リア

ンス を信 頼 して の家 族援 助 の事 例 を紹 介 して 、

家 族 レ ジリ ア ンス に注 目す る こ との有効 性 につ

い て 述 べ る 。

筆 者 は基 本 的 に、 直 線 的 因果 律 的 病 理論 を排

し、援 助 者 も含 め て、 問題 をめ ぐる人 々 や資 源

と の 関係 性 の パ ター ン に着 目 した援 助 を 旨 と

し、援 助 は そ の ひ と 自 らの主 体 的 な営為 と して

の援 助 で あ っ た とき に初 め て援 助 と して機 能す

る との 立 場 に あ る も の で あ り、特 にnarrative

familytherapistを 標 榜 す る もので は な いが 、本

稿 に お い て報 告 す る事 例 は、 事 例 経過 に お い

て 、家 族 が 語 り、 あ るい は語 り直 しをす る こ と

に よっ て変 化 が 生 じた とい う点 で ナ ラテ ィ ヴ ・

セ ラ ピ ー で あ り、 また 、家 族 レジ リァ ンス ・ア

プ ロ ー チ を紹 介 す る に際 して、 もっ と も自然 な

ア プ ロ ーチ で あ る と考 え られ るゆ え に ナ ラ テ ィ

ブ ・セ ラ ピ ーの事 例 と して紹 介 す る 。

次 章 にお い て論 述 す るが 、 シス テ ム論 に基 づ

く家 族 療 法 の 中 にお い て も、 現 在 、 モ ダニ ス ト

ア プ ロ ー チ とポ ス トモ ダ ニ ス ト ・ア プ ロ ー チ

(ナ ラテ ィ ヴ ・セ ラ ピー/解 決 志 向 型 ア プ ロ ー

チ)が 区別 され て い る感 もあ るが 、 ナ ラテ ィ ヴ

・セ ラ ピー にお い て強 調 され る言語 に よ る 「語

り」 の 重 要 性 と援助 者 と被 援 助 者 の 「平 等 性 」

等 の ポス トモ ダ ン(社 会 構 成 主 義)的 ア プ ロー

チ につ い て の報 告 とそ れ らに紺 す る筆 者 の 厳 密

な立場 につ い て は稿 を改 め た い 。

皿 シス テ ム論 に基 づ く家族 療 法 と

ポ ス トモ ダ ン(社 会 構 成 主 義 的)・

ア プ ロ ー チ 、 あ るい は ナ ラテ ィ ヴ ・

セ ラ ピー につ い て11)

1.シ ステム論 に基づ く家族療法とその転換

システム論に基づ く家族療法における対象シ

ステムは、必ず しも家族 に限るものではな く、

また、家族 を対象にするにあたっても、家族
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は、 物 理 的 ・心 理 的 ・社 会 的 に、 あ る い は 、系

時 的 ・通 時 的 に極 め て 多様 で あ る。 そ の多 様 性

に対 して 「ク ラ イエ ン トの 問題 で 家族 が 病 んで

い る」 あ るい は 「家 族 が病 ん で い る の で ク ラ イ

エ ン トに 問題 が 生 じた」 とい っ た単 一 の 見 方 を

なす もので は な い 。 しか しな が ら、実 際 には 、

家族 各 員 が 相互 に 、 あ る い は 関係 者が 「家 族 に

問 題 が あ る」 の で 、 「家 族 の 開 題 が な くな れ

ば 、 ク ラ イ エ ン トの 問 題 行 動 や 症 状 も解 決 す

る」 との 視 点 を持 っ て来所 、 紹 介 され る場 合 が

多 々 あ る 。

家 族 は オ ー プ ン ・シス テ ム で あ り、 援 助 者 は

他 の シ ス テ ム との 自 ら も含 め た相 互 関係 を視 座

に入 れ た オ ー プ ン ・シス テ ム と して援 助 シ ス テ

ム を形 成 す る もの で あ り、家 族 にのみ 関心 を向

け る こ と も、理 想 の家 族 と して家 族 を再 構 築 す

る こ と を援助 の 目標 とす る こ と も、 事 実 上 不 可

能 で あ る。

この シス テ ム論 に基 づ く円 環 的 認 識 論 は、精

神 療 法 の分 野 にお い て、 あ るい は、 社 会福 祉 に

お け る家 族 援 助 と して 、様 々 な対 人援 助 の現 場

で展 開 して きた。 と りわ け 、 社 会福 祉 の 分野 に

お い て は 、医 学 モ デ ル か ら、個 人 の全 体 性 に着

目 し、 社 会 との調 整 をは か る とい う基 本 的援 助

観 の 点 か ら も、 家族 援 助 の必 要性 か ら も、 シ ス

テ ム論 、 あ るい は 「家 族 療 法 」 と銘 う つ ま で も

な く、 そ の 基本 的援 助 技 術 の主 流 と してす で に

消化 吸 収 され て きて い る12）の で は ない か と考 え

られ る 。

しか しな が ら、 そ の家 族 療 法 も 「言 語 シス テ

ム と し て の 人 間 シ ス テ ム(Anderson,T .,

1988)13)の 発 表 をマ イ ル ス トー ン と して1980

年 代 か ら90年 代 に か け て 世 代 交 代 が な され て

お り、 ナ ラ テ ィ ヴ ・セ ラ ピー の マ イケ ル ・ホ ワ

イ トや ソ リュー シ ョ ン ・フ ォー カス ト ・ア プ ロ

ー チ で 知 られ る ミル ウオ ー キ ー 派 と言 われ る ド

・シ ェ イザ ー(deShazer
,S,)等 の活 躍 は、 第

3世 代 と呼 ば れ 、 自 ら を ポ ス トモ ダニ ズ ム(社

会構 成 主 義)に 位 置 付 け、 家 族 療 法 は新 た な局

面 に 入 っ て きた。

民 族 問題 、 フェ ミニ ズ ム 、 ポス トコロ ニ ア リ

ズ ム等 の流 れ を汲 み、 従 来 の援 助 構造 か ら 「支

配 一服 従 」 の 関係 を排 し、 援 助 者 は 、 そ の ひ と

(ク ラ イ エ ン ト)-ほ か で も な い ク ラ イ エ ン ト

自 身、 つ ま りク ラ イエ ン トの 問題 や 、 問題 を巡

る社 会 的状 況 のエ キ ス パ ー ト-の 語 りを き き、

共 有 す るひ とにす ぎ ない もの で あ る とす る新 た

な援 助観 の誕 生 で あ った 。 また 、 ひ とはそ の 時

代 の 主 流 の文 化(ド ミナ ン ト ・カ ル チ ャ ー)の

中 にい て 、 「心 理 学 と精 神 療 法 は、 ドミ ナ ン ト

・カ ル チ ャ ーの 再 生 産 に極 め て重 要 な役 割 を果

た し て」14)おり、 自 ら(援 助 者)の 立 場 や 、援

助 とい う場 にお い て 、家 父 長 的 な ヒエ ラル キ ー
'を持 ち こみ うる 関係 性 に敏 感 で あ り

つ つ 、 問題

とは何 か、 解決 とは何 か 、 社 会 的 状 況 とは何 か

につ い て、新 た な視 点 を持 つ こ とが 求 め られ る

もので あ る。

こ の 流 れ は 、社 会 福 祉 に お け る 基 本 的 姿 勢

が 、 「か わ い そ う」 な 「ど こ か」 の 「だ れ か」

へ の 慈 善 か ら、 「わ た し た ち ひ と りひ と り」 の

義 務 で あ り、 権 利 で あ る と ころ の 人 問 ら しさ を

守 り、維 持 す るた め の もの とな り、 自己 決 定 や

ク ラ イエ ン トの 固有 性 が重 ん じ られ 、そ の ひ と

な りの ウエ ル ビー イ ング の た め の 市民 共生 社 会

に お け る協 働 の流 れへ の変 換 とパ ラ レル 、 あ る

い は、 先 ん じて い る よう に思 われ る。 しか しな

が ら、 同時 に、 そ の ひ と な りの ウエ ル ビー イ ン

グ とい う と きに、 社 会福 祉 にお い て も、 心 理 学

や 精 神 療 法 同様 、 「ドミ ナ ン ト ・カ ル チ ャー の

再 生 産 に極 め て重 要 な役 割 を果 た して」 きて い

る こ と も現 実 であ り、 ク ラ イエ ン トが ド ミナ ン

ト ・カ ル チ ャ ーへ社 会適 応 す る こ とが 、 そ の ひ

と 自身 の状 況 や社 会 的現 実 性 にお い て 、 ク ライ

エ ン ト自身 に求 め られ てい る こ とで あ る か に つ

い て は 、 ドミナ ン ト ・カル チ ャー の 産物 で あ る

わ れ わ れ に軽 々 に論 じ られ うる もの で は な い。

そ の ゆ え に こそ、 援 助 関 係 の 平等 性 が意 味 深 い

もの とな るの であ り、 わ れ わ れ は 、平 等 とは何

で あ るの か 、 あ るい は、援 助 と意 味 付 け られ た

出会 い にお い て、 平 等 性 は あ りうる の か につ い



て 、 一 層 の 考 察 を深 め 、安 易 な 「平 等 主 義 」 に

た っ た援 助 に対 して は 、 鳥 瞰 的 な視 点 に立 っ た

見 直 しを必 要 とす る もの で あ る。

この 現代 の社 会構 成 主義 家族 療 法 の隆 盛 に あ

って 、 従 来 の シ ス テ ム論 に 基 づ く家 族 療 法 へ の

決 別 を告 げ よう とす る家 族 療 法 にお け る変 化 を

象徴 す る もの と して 、1998年 にJournalofMar-

ritalandFamilyTherapyに 掲 載 さ れ た ミニ ュ ー

チ ンの巻 頭 エ ッセ イ とそ れ に対 す る カ ー ル ・ ト

ム(Tomm,Kar1)や ス ラ ズ キ(Sluzld,Carlos

E.)等15)の 論 議 を紹 介 し た い 。 こ の 中 で 、 ミ

ニ ュ ー チ ン は ポ ス トモ ダ ン の 家 族 療 法 に対 し

て 、 「目前 の 家族 の 交 流 を扱 」16)わない こ と と、

政 治 的 に傾 い て い る こ と へ の疑 問 を呈 し て い

る。 ミニ ュ ーチ ンの 疑 問 に対 して は 、 も はや 家

族 は 「観 察 され る シス テ ム」 か ら 「観 察 す る シ

ス テ ム」 へ と転 換 してお り、 セ ラ ピー は、 言 語

に よ って 、 共 有 され 、 内 在 化 され た 文化 とい う

コ ン テ キ ス トに立 っ た協働 で あ る こ と とい う点

か ら反 論 が な され て い る 。

しか しなが ら、 筆 者 の 家 族療 法理 解 に お い て

は、 当初 か ら家 族 療 法 は家 族 にの み こだ わ る も

の で は な く、 「み ら れ る も の(observedsys-

tem)」 か ら 「み る も の(observinggsystem)」

へ 、 あ るい は そ れ らの相 互 作 用 へ の着 目 も当然

の認 識 で あ り、又 、 フ ィラ デ ル フ ィ アの ス ラ ム

にあ って 、 マ イ ノ リテ ィが多 数 を 占め る ク ラ イ

エ ン トへ の直 接 援 助 か ら、 マ ク ロ(政 治)へ の

働 きか け に転 換 し よ う と政 治 的視 点 を持 ち こ ん

だ の は ミニ ュー チ ンそ の ひ とであ った 筈 で あ っ

た。 こ こで鮮 や か な の は、 従 来 の 家 族 モ デ ル を

押 し付 け る もの で あ る と フ ェ ミニ ス トや ポ ス ト

モ ダニス トた ちの 批 判 を受 けて きた ミニ ュー チ

ン と彼 に代 表 され る構 造 的 家 族 療 法 と、 現 在 の

家 族 療 法 の主 潮 との 決 別 で あ り、 また 、構 造 的

家 族 療 法 が 一 面 的 な 家 族 の 理想 像 を押 し付 け る

もので は ない との 理 解 を共 有 しな が ら も、 敢 え

て差 異 を明 確 化 しよ う と した こ とで あ る 。 ホ フ

マ ン(Hoffman,L.,1992)17)に よ る 言い 換 え に

よれ ば、 サ イバ ネ テ ィク ス に よる 人 間理 解 か ら
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解 釈 学 に よる 人 間理 解 へ の 流 れ 、 つ ま りポ ス ト

モ ダ ン の家 族 療 法 は、 「サ イ バ ネ テ ィ クス ・シ

ス テ ム の フ ィ ー ドバ ック ・ル ー プ を、 相 互 主 観

的 な対 話 の ル ー プ に置 き換 え る」18)もの で あ る

とい う宣 言 と も言 い うる で あ ろ う。

2,ポ ス トモ ダ ン(社 会 構 成 主 義)・ ア プ ロー チ

ポ ス トモ ダ ン(社 会 構 成 主 義)・ ア プ ロ ー チ

にお い て、 特 徴 的 な こ との一 つ は、 現 実 は社 会

的 に構 成 さ れ る とい う こ とで あ る。 バ ー ガ ー

等19)に よれ ば 人 間 は 自分 自 身 の存 在 を まず 、外

在 化 し(社 会 とい う文 脈 で 捉 え)、 次 に客 体 化

(客観 的 な もの と し て意 識)し 、更 に 内 在 化 す

る(そ の 自分 を 自分 の 内 的 世界 に と りい れ る)

こ とで、 社 会 にお い て 自己 の存在 を認 識 す る。

つ ま り主 観 的現 実 と客 観 的 現 実 は相 互 影 響 しつ

つ 、 日常 の現 実世 界 を構 築 す るの で あ るが、 そ

れ らは も っぱ ら言 語 に お い て構 築 され る。 人 間

は言 語 に よっ て現 実 を構 築 して お り、 治療 に お

い て は、 そ の個 人 の現 実 が 、 言 語 に よっ て治 療

者 と共 有 され る こ とで、 社 会 的現 実 とな り、 そ

れ に よ っ て 、 日常 世 界 が 再 構 成 され る。 ゆ え

に、 ア ン ダ ー ソ ンの 言 う 「治 療 的 会 話 」20)によ

って 、 クラ イ エ ン トは その現 実 を新 た な現 実 に

と書 き換 え る。 つ ま り、援 助 者 は 「not-knowing

(無知 の 構 え)」 で 、 ク ライ エ ン トの話 しを ひた

す ら聴 くこ と、 ク ラ イエ ン トが 自 らの語 りを し

や す い雰 囲 気 を醸 成 す る こ とが もっ と も援 助 的

な の で あ る とす る。

こ こ で、 手 短 か に、 ア ンダ ー ソ ンの 「書 語 と

して の シ ス テ ム」21)から若 干 の 紹 介 を な し、 ナ

ラ テ イヴ ・セ ラ ピー の解 説 と した い 。 まず 、基

本 的前 提 と して は 、 第 一に、 社 会 は コ ミュ ニ ケ

ー シ ョン と言 説 の 産物 で あ り、 人 間 シス テ ム は

言 語 的 な コ ミュ ニ ケ ー トす る シス テ ム で あ り、

意 味 生 成 シ ス テ ム で あ る。 い か な る治 療 シス テ

ム も言 語 シ ス テ ム で あ り、 意 味 と理 解 は社 会 的

に 相 互 一主 観 的(inter-subjective)に 構 築 さ

れ 、 治 療 シ ス テ ム 内 にお い て は、 意 味 を生 成 す

る言 説 や対 話 を2人 以 上 の入 が 共 有 す る相 互-



得津慎子:家 族援助 における家族の レジ リア ンスとい う視点

主観体験がなされ、また、治療システムは 「問

題」 を分別するシステムであって、「問題」を

分別する社会的構造 ではない。さらに、治療は

「治療的会話」 とアンダーソンが呼ぶ、双方向

的な対話によって変化が展開する言語的な出来

事であり、治療者は対話的会話をファシリテー

トする役割にある。相互理解 と尊敬、聞き、耳

を傾けることで、病理ではなく、語られること

の自明性の発見に焦点付けられ、治療者の能力

は対話的交換が当事者全員にできる雰囲気を作

ることである。そうして、クライエントは自分

自身の人生、問題 とその社会的現実についての

固有の専門知識を持っていることを証明する。

治療のゴールは問題解決、そのゆえに、問題組

織化システムが解消する会話 を交 して展開する

過程 に参加することである。

ところで、ポス トモダン(社 会構成主義)・

アプローチに大きな影響 を与えたフーコーによ

れば、権力の知とは他者への権力、つまり他者

を定義する権力であ り、人間と、そしてわれわ

れの意識に現前するあらゆる他の 「物事」は、

社会 的に、す なわち言説 と して生 み出 され

る22)。権力である知によって 「ローカルな知」

として征服 されたものの 「再一登場」23)のため

には、「権力である知」 をか ざす専門家 によっ

てお しつけられた 「正常」からの排除を伴 う病

理モデルを排 し、専門的援助 という征服の営み

である従来の援助構造を 「言語」による対話に

よって、あらたな自分自身への 「知」を社会的

に構成 しようとする試みである。そのゆえに、

社会構成主義的アプローチは、階層的、人種的

ヒエラルキーや、特権について敏感であろうと

する。

これ らは、前述のように社会福祉における援

助実践の転換の流れとパラレルにも見えるが、

今日、ナラティヴ ・セラピーとして隆盛する流

れには、単に、クライエン ト中心のヒエラルキ

ーを排することが、感性的に人間的な営為であ

るとして受け入れやすいからというだけではな

く、人間システムや援助関係 についてのパラダ

イ ム の転 換 が 見 られ る ゆ えで あ ろ う。 しか しな

が ら、 ナ ラ テ ィ ヴ ・セ ラ ピ ー にお い て 、意 義 あ

る協 働 を生 成 す る た め に、 どの よ うに 、 あ るい

は 、 どの レベ ル で 、 その ヒエ ラル キ ー を排 した

援 助 関係 を実 践 す るか につ い て 、 一層 の根 源 的

な論 議 の な され ね ば な らな い と ころ で あ る。

3.実 践 にお け るナ ラテ ィ ヴ ・セ ラ ピ ー の有 効

性

そ れ に して も、家 族 ア セ ス メ ン トを し、仮

設24）を持 つ こ とにす で に 、従 来 の権 力 的 な援 助

構 造 が 見 られ る とす る ポ ス トモ ダ ンの 立場 に 立

て ば、 援 助 の実 践 にお い て 、前 節 で 論 じた そ れ

らの 知 見 を どの よ うに具 体 的 に活 か す こ とが で

き るの で あ ろ うか?

医 学 モ デ ル に基 づ か ない 実 践 にあ って、 まず

は 「問 題」 とは何 か 、 「解 決 」 と は何 か とい う

定 義付 け の困 難 が そ の前 提 と して た ち は だか る

もの で は あ るが 、肝 要 なの は実効 的 で あ るや 否

や で あ り、そ の こ とが 最 大 の 説得 力 を もつ 。 そ

こ に お い て、 「知 識 」 や 「言 語 」・「言 説 」 よ り

も 「実 効 性 」 が最 も説得 性 、 つ ま り 「力」 を も

つ 。 であ れ ば 、援 助 に よっ て効 果 的 な解 決 を図

る とい う こ と自体 が パ ラ ドキ シ カ ル な もの で あ

る とい う こ と とな る。 つ ま り、 「援 助 」 も 「解

決 」 も、 援助 的構 造 が あ っ て共 有 され る用 語 で

あ る。 また 、事 例 報告 も、 援 助 者 の ス トー リー

で あ り、 読 む もの と読 まれ る もの の相 互 主観 的

な 語 りの場 が あ って こ そ、 そ の 実効 性 へ の 共 通

理 解 が生 じる。 も と よ り、 シ ステ ム論 の切 り開

い た 局面 の一 つ は 、援助 関係 で あ れ、 入 間 関 係

で あ り、 関係 す る こ とにお け る コ ミュニ ケ ー シ

ヨ ンのパ ラ ドック ス性 で あ り、 ひ い て は、援 助

の パ ラ ドックス性 で もあ っ た の で は ない の だ ろ

うか?そ の パ ラ ドックス性 の拘 束 の 下 で 、 初 め

て抜 き差 しな らぬ相 互主 観 的 な関 係 性 が招 来 さ

れ 、 変 化 が 生 じるの で は ない か と筆 者 は考 察 す

る もの で あ るが 、 実 効 性 を云 々 す る に 当 た っ

て 、 求 め られ るの が依 然 論 理 的 明 晰性 と、 それ

を実 践 につ な ぐ理論 構 築 で あ る とす れ ば、 援 助



者に、あるいは、理論家たちに課せられた拘束

からいかにランナウエイしうるかが、援助者の

新たな挑戦となるのであろう。

4,事 例 報 告 の 目 的

本 稿 で は、 ナ ラテ ィ ヴ ・セ ラ ピー にお い て 、

家 族 レ ジ リ ア ンス に着 目 し、 た か め る こ とが、

家 族 の ワー カ ビ リテ ィ をた か め る こ と とな り、

自然 に問題 解 決 の 方 向性 へ と向 か っ た事 例 を紹

介 して 、 家族 レ ジ リ ア ンス とい う、 従 来 あ ま り

着 目 され て い な か っ た 家族 の ス トレン グ ス の一

つ につ い て 紹 介 す る 。 しか しな が ら、 それ は 岡

時 にバ イ ステ ッ ク に よ る、社 会 福 祉 援 助 技 術 の

基 本 的原 則 の一 つ で あ る ク ラ イエ ン トの 自律 性

を尊 重 す る こ とに他 な らな い こ とにつ いて も言

及 して お こ う25）。

Ⅳ事 例26)

ｌA・Yさ んの事例

(1)家 族構成 父親(55歳 、公務員)、 母親(53

歳、専門職の会社員)、Aさ ん(25歳 、大学

中退、無職、男性)、 弟(21歳 、大学生)

② 診断名 破瓜型精神分裂病

(3)主 な症状、問題行動 とじこもり、家庭内

暴力、抑 うつ状態による自殺企図

(4)家族の主訴 一 日も早 くとじこもりをやめ

て、 自立への方向性をみつけてほしい

(5)セ ラピス ト27)の関わり

家族の協力 による援助によって、Aさ んの

社会復帰が可能であることを前提とし、すでに

家族が協力 してAさ んに関わって、良い変化

が生 まれた情報を家族が互いに語ることによっ

て、家族の主体的な援助体制の確立 と強化。

「希望」のインプットと汚名への不安 と自信喪

失の回復。

初 回か ら殆 ど両親 とAさ んの3名 の参加

で、途中、弟が数回参加 した。家族の主訴であ

った当面の抑 うつ状態、自殺念慮、焦燥状態は

殆 どす ぐに目立たな くなったが、コ ミュニケー

ションの疎通性の悪さは残 り、父親の世話によ
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ってアルバイ トに定期的にでられるようになる

までに、一年、アルバイ トから正社員となって

か らもフォローアップとして更 に一年余、計2

年半近 く続いた事例であった。フォローアップ

期 より、自発的に両親がC精 神科医のクリニ

ックにおいてサ イコ ・エデュケーション ・プロ

グラムに参加 し始め、o相 談所 における面接

終了後もC精 神科医への受診は続けている。

(6)ケ ースヒス トリーと来所までの経緯

Aさ んは大人しい目立たない子 どもであっ

たが、高校2年 生で奇矯な行動が顕著 となり、

不登校、抑 うつ状態 となり、抑 うつとして治療

を受けていた。ビルの屋上から飛び降り自殺を

企て、公立病院の精神科に入院したが、両親が

入院しても拘束されるだけで、治療をして くれ

ないと、2週 間で退院させた。以後、ずっと自

殺念慮が とれず、母親は一年間休職 してAさ

んにつきそっていた。このころから、 トンチン

カンな受け答えが目立つようになったとのこと

であった。

その後、Aさ んは、コンピューターで音楽

を作 りたいということで、音楽関係の大学に進

んだが、2回 生半ばで不登校 となった。この時

期は目や耳が聞こえない、めまい、耳鳴 り、慢

性的な疲労感等の身体症状 を多 く訴え、一日に

数回入浴 したり、外出前 に何回も着かえる等の

強迫行動 もみられた。

大学に退学届けを出してからは、比較的おち

ついてはいたが、抑 うつ状態は昂進 し、しば し

ば、自傷行為や、壁やガラスを割った り、たま

に母親にも暴力を振 るったりした。夜中に抑う

っ状態がひどくなると、転げまわって苦しみ、

暴れ、母親 に一晩中これまでの恨みを述べて責

めたりした。

その後、母子で精神科の病院やクリニックを

転々としたが、いずれの医師によっても、精神

分裂病の疑いを示唆 されたり、投薬された薬を

呑むと一日中ボッー としたので、自分たちで調

べた ら 「大変 に重い薬」であった り、等 々か

ら、特定の医師と信頼関係を築けない状態にあ



得津慎 子:家 族援助 における家族 の レジ リアンス とい う視点

っ た。 た また ま、 母親 が 講演 を聞 い て受 診 した

C精 神 科 医 が 明 確 な診 断 名 を 話 さ ず 、 「家 族 の

か か わ りが大 事 だ し、 カ ウ ンセ リ ング も必 要 だ

か ら」 と家 族 療 法 専 門 の 私 的 相 談 機 関 で あ る

0相 談 所 を紹 介 し た も の で あ っ た。 治 療 ・投

薬 は 継 続 さ れ て お り、C精 神 科 医 の 紹 介 動 機

は、 家 族 が精 神 分 裂 病 の 診 断 名 を受容 して、 両

親 が サ イ コ ・エ デ ュケ ー シ ョ ンの プロ グラム に

参 加 し た り、Aさ ん が デ イケ ア 等 に も参 加 で

きる よ うな体 制 を作 りたい との こ とで あ った 。

（7）事 例 経過

① 初 期

そ れ ぞ れ の家 族 メ ンバ ー が どの よ う な変 化 を

の ぞ ん で い る か を語 っ た も ら っ た。 父 親 はA

さん へ の 不 満 ・不 安 を語 っ た 。 父 親 はAさ ん

は気 が 弱 くて 、甘 え て い るだ け で あ り、 日常 的

に コ ミュ ニ ケ ー シ ョン の疎 通 性 が 悪 い の も、 子

ど もの ころ か ら無 口で 集 中力 の あ る子 で、 病 気

で あ る と は 考 え られ な い。 セ ラ ピ ス トに 「A

の話 しを じっ くり聞 い てや って 、 劣 等 感 を持 つ

必 要 は な く、 自分 の気 力 の 問 題 で あ る と 自覚 さ

せ て 、 前 向 きに変 化 させ て欲 しい」 との こ とで

あ っ た 。 母 親 も 「Aが お か しい か な と思 う よ

うに な って か らた くさ ん本 を読 ん だが 、特 に不

登 校 の 場 合 は 、精 神 分 裂 病 と 間違 え られ て入 院

させ られ て 、 そ の た め に立 ち 直 れ ない こ とが 多

い」 よ うで 、病 気 で あ る と は考 え られ ない し、

考 え た く な い。 コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン に つ い て

も、 父 親 が い つ も頭 ご な しに言 うか らで、 母 親

に す れ ば 、 む しろ母 子 よ りも夫 婦 間の 方が 言 葉

が通 じな い との こ とで、 セ ラ ピ ス トに 「父 親 を

説 得 し て、 も っ とAを 理 解 し、優 し く関 わ る

よ うに して欲 しい」 との こ とで あ った 。

Aさ ん は 両 親 へ の 恨 み を 果 て しな く述 べ 、

セ ラ ピ ス トに は 「過 去 か ら両 親 に され て きた こ

との お 陰 で 、劣 等 感 が 強 くて 人 前 にで られ ない

よ うに な って しま っ た。 両 親 が 今 の 自分 の状 態

の原 因 で 、 も う取 りか え しが つ か ない こ とを 自

分 に して しまっ た とい う こ と を理 解 し て、 とに

か く自分 に干 渉 しな い よ う に して欲 しい」 と述

べ た。Aさ ん は 父 親 が 語 る と き に は、 わ ざ わ

ざ耳 に ふ た を した り、奇 声 を発 した りも して い

た 。

両 親 の た っ て の 希 望 で 、Aさ ん との 個 入 面

接 を行 っ たが 、過 去 の こ とにつ い て は 、 セ ラ ピ

ス トに順 を追 って論理 的 に語 れ るの で あ るが 、

現 在 や 、未 来 の こ と にな る と、 トンチ ンカ ンな

反応 を示 す 場合 が多 く、 コ ミュニ ケー シ ョ ンの

疎 通性 は 、母 親 が補 足 す る場 面 もあ った が 、概

して家 族 面 接 にお い て の方 が 高 か った 。

セ ラ ピス トは、 じ っ く り各 人 各 様 の話 しを 聞

きな が ら、精神 分 裂病 で あ る か ど うか の答 え を

迫 る家族 に対 して は、病 気 で あ るか ど うか はC

精 神 科 医 に任 せ る こ と、 ど うい う診 断名 で あ っ

て も、 う ま くコ ン トロー ル して社 会 で 自立 して

い け る こ と等 を話 し、永 い経 過 を経 て 、 家族 が

す で に変化 し、 よい変 化 も起 こっ てい る こ とを

家 族 と共 有 した。 父 親が 「自分 が や らな い と駄

目」 だ と語 る こ とで初 回面 接 は終 わ った 。

こ う して父 親 のAさ ん が 動 き や す く な る よ

う な接 し方 につ い て 、 家 族 で 話 し合 う 中 で、A

さ ん が 両 親 へ の 「今 ま で 言 っ た こ と は な い」

(母 親 に す れ ば し ょ っち ゅ う聞 い て い る)過 去

の 恨 み を述べ 、 と りわ け 、弟 との不 公平 感 を両

親 に 訴 え る こ と が 重 な る に つ け、Aさ ん の家

族 に と って の火 急 の 問題 行 動 は消 失 して い き、

母 親 も安 心 して仕事 で残 業 を した り、 父 親 と二

人 で 出 か け た り家 族 関係 は安 定 して きた 。

セ ラ ピス トは しば しば 「な ん だ、(既 に)や

って ら した ん じゃ ない です か」 とい う言葉 で 、

家 族 が そ の面 接 にお い て話 しあ っ て なすべ きで

あ る と取 り決 め た こ とが 、 既 に 試 み られ て い

て 、 そ の 成果 が あ が って い た こ とを共 有 した 。

家 族 の 危 機 を乗 り越 え るた め に、 その レ ジ リア

ンス を今 まで に幾 度 と な く発 揮 してい た こ とを

着 目す る こ との共有 化 で あ った。

② 中期

ア クテ ィ ング ア ウ トは な くな り、 外 出 もす る

よ う にな った もの の 、 コ ミ ュニ ケ ー シ ョンの疎

通 性 の 悪 さは残 り、次 の段 階 に進 まない とい う



焦 りが家族 にみられるようになってきた。家族

に病名 についてのこだわ りは少な くなってお

り、Aさ んが 自立するために、Aさ んは両親

とデイケアや授産所等への見学にも行った。こ

れはAさ んが 「変なひ とに話 しかけられるの

で嫌だ」ということで継続 しなかった。 しか し

なが ら、父親が主体 的にAさ んと関わ り始

め、Aさ んが外 にで られるように、バ イクの

免許を始め、各種の試験を受験させたり、徐々

に、小さくて、短期的なチャレンジから、継続

的なチャレンジができるようなお膳立てをし、

Aさ んもそれに応えた。

相変わらず、家族療法の面接においては、A

さんは父親の座る方の耳に耳栓をしてきた りし

たが、日常生活 では、両親の仕事 の性 質か ら

も、むしろ母親 よりも父親 と一緒にいることが

多いとのことであった。しかしなが ら、目が見

えなかった り、耳鳴 りがする というな症状 は

時々生 じ、Aさ んにとって過重な課題が課 さ

れると、身体症状でそれを訴えるのだか ら、そ

の身体症状 には耳を傾けるべ きであるとい う新

たなルールが設定 された。

③ フオローアツプ期

父親の知人の会社でアルバイ トにでかけるよ

うになり、家族 もある程度それが定着 している

と安心できる状態 となり、問題解決ということ

で、一旦家族面接は終 了し、後はフォローアッ

プとして間隔を開けての面接 となった。終結期

には、弟は大学を卒業 し、遠方に赴き、母親は

仕事 に専念 できると張 り切 っていた。Aさ ん

の自立は、別所帯を持ったときであるとい う話

しから、そのころには、父親 も閑職にあるであ

ろうし、母親もやがては仕事が暇になるであろ

うと、家族周期上の変化が想像され、その対応

策が語 りあわれたが、Aさ んは 「両親 のこ と

は両親で勝手にやってくれ」 とのことで積極的

にその会話には参加 しなかった。

コミュニケーションについては、Aさ んは

自分の語りたいことだけを語るコミュニケーシ

ョンスタイルであるという意味上の変化によっ
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て 、 家族 の焦 燥 感 は減 じた。 セ ラ ピス トとの会

話 にお い て も、職 場 や 、趣 味 の世 界 で そ こそ こ

適 応 して い る こ と は うか が え、Aさ ん は 仕 事

は肉 体 的 に きつ い けれ ど、好 きな コ ン ピュ ー タ

ー や 音 楽 に没 頭 で き る時 間が あ り、 今 の 自分 の

生 活 に充足 して い る こ と を述 べ 、 両 親 の 目か ら

み て も、余 り、今 は心 配す る こ とはな い との こ

とで あ っ た。

(8） 事 例 考 察

Aさ ん の 場 合 、危 機 は 、初 発 時 の 奇 矯 な行

動 、 自殺 企 図 と入 院、 大学 中退 前 後 と来 談 時 の

抑 うつ状 態 の昂 進 と数 回訪 れ てお り、 始 め は 母

親 とAさ んの 関 わ り と、お そ ら くは、 例 え ば、

高 校 の教 師等 、 そ の場 そ の場 で の関 係 者 の協 力

にお い て 、 な ん とか 問題 を処 理 して きた もの で

あ り、 家族 の レジ リア ン スの ゆ え に、 サ バ イ バ

ル して きた と言 え よ う。 しか しなが ら、 そ の 積

年 の あ る い は無 理 が 限界 に達 した とこ ろで 、 お

手 上 げ状 態 とな り、 来 談 した もの と思 わ れ る 。

ポス トモ ダ ン ・ア プ ロー チ の も う一 つ の代 表

と して例 に 出 さ れ る こ と も多 い、 ド ・シ ェ イザ

ーの ソ リュ ー シ ョン ・フ ォー カス ト ・ア プロ ー

チ にお い て、 サ バ イ バ ル ・ク ェ ッシ ョ ン(ｓur-

vivalqueｓtion)と 言 われ る ものが あ るが 、 これ

は 「(そん な に大 変 な状 況 の 中 で)あ な た は ど

う や っ て 、 こ う し て サ バ イ バ ル で き て い る

の?」 と ク ラ イエ ン トの 対 処 能 力 に焦 点 付 け

て 、 肯 定 的 に過 去 の意 味変 えの契 機 を なす 質 問

の 一 つ で あ る が 、Y家 に そ の 問 い を 発 し つ

つ 、 家族 の レジ リア ンス に注 目 し、家 族 で そ れ

を共有 す る こ とで、 痛 ま しい過 去 が チ ャ レン ジ

で あ っ た過 去 と肯 定 的 に語 り直 され 、 そ の 中

で 、 父 親 の参 加 に よ って 、父 親 の語 り とそ の 共

有 が 加 わ る こ とに よ って 、変 化 が 方 向 付 け られ

た もの と思 わ れ る。

診 断 名 か ら も、 今後 の危 機 的状 況 は予 期 され

る もの で あ るが 、 一 旦 家族 の レジ リア ンス を共

有 体 験 と して経 験 す る こ とで 、今 後 の 危 機 も同

様 に乗 り切 る こ とが で き る と思 われ る。

また 、家 族 が 病 理 モ デ ル に よっ て精 神 分裂 病
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と診断 され、一つのレールにのせられることへ

の異義申し立てを、精神的な問題の専門家であ

ると同時に、診断を下す医師と連合関係にある

と想像 されるセラピス トに対 して充分になし、

かつ共有できたことで診断名の受容、あるいは

無効化 と、積極的な家族の支援の意志や覚悟を

結果的には促したものと思われる。なお、セラ

ピス トはAさ んが精神分裂病であるかどうか

の診断をする立場にはなく、ただ、異義申し立

てや恐怖 や不安を十分 に聞 き、共有 した一方

で、医師の治療が継続するように奨励 し、配慮

したものであった。

2.D・Qさ んの事 例

（1)家 族 構 成 父 親(50歳 、 会 社 員)、 母 親{47

歳 、 パ ー ト勤 務)、Dさ ん(22歳 、 フ リー タ

ー
、 女 性)

（2）診 断名 境 界性 人 格 障害 、不 安 障害

（3)主 な症 状 、 問題 行 動 自殺 企 図 、不 安 障 害

発 作 、 抑 うつ状 態 、拒 食 。 大 学 中退 し、 その

ま ま アパ ー トに と じ こ も り状 態

(4)家 族 の訴 え

充 分 にDさ ん の 家 族 に 対 す る 要 求 は 理 解

し、 応 じて い るの だ か ら、 そ の家 族 の努 力 をわ

か って 、 こ れ以上 心 配 をか け ず に 、 自宅 で 家 族

の 下 で 自己 摂 生 して 、立 ち直 っ て ほ しい

（5）セ ラ ピス トの 関 わ り

家 族3人 に よる 、家 族 療 法 で 、始 め か ら全10

回 とい う約 束 の 下 に始 まっ た。

（6）ケ ース ヒス トリー と来 所 まで の経 緯

Dさ ん は ま っ た くの 優 等 生 で あ っ た が 、 高

校 の 時 に 拒 食 と な り、 家 族 の 反 対 を押 し切 っ

て 、 自宅 か ら3時 間 程 のA市 の 大 学 に 入 学 、

一 人 暮 ら しを始 め た と ころ
、 不 安 障害 とい う こ

とで 、2週 間 で帰 宅 。 そ の ま ま大 学 は 中退 した

が 、A市 の 専 門 学 校 に通 い 、 就 職 も決 ま っ た

が 、 不 安 障 害 か ら抑 うつ状 態 とな り、 自殺 企 図

頻 繁 に リス ト ・カ ッテ ィ ン グ)、 拒 食 と な った

が 、 地 元 で は誰 に も会 い た くな く、 ア ルバ イ ト

もで き ない の で 、一 日 も早 い 自立 、 回復 の た め

に は家 に い る と ダ メ にな る と、A市 の ア パ ー

トで と じこ も り状 態 。 調子 が 良 い と きは ア ルバ

イ トもで きる の で 、A市 の アパ ー トに い な け

れ ば な らな い とDさ ん は 主 張 し、 母 親 が 拒 食

状 態 で もあ り、 自宅 に連 れ帰 って 、 介護 した い

と う る さい の で 、不 安 障害 の 治療 を受 け て い る

X精 神 科 医 に、Dさ ん が 「家 族 に も っ と協 力

して ほ しい」 と訴 えて 、家 族 療法 を紹介 さ れ た

もの で あ った 。

(7)事 例 経 過

① 初 期

3名 とも大 変 言語 的 な 家 族 で あ り、 まず は、

Dさ ん が 両 親 の しつ け が 厳 しか っ た こ とへ の

恨 み を細 部 にわ た って 述べ る こ とか ら始 ま り、

「両 親 が 過 去 の 自分 へ の 対 応 を反 省 して、 私 の

望 む よ うな援 助 的関 わ りが で きる よ うに して欲

しい」 とい うこ とが セ ラ ピス トへ の ニ ー ドで あ

っ た。父 親 は ま っ た く困惑 して お り、 「Dさ ん

に 自分 の問題 だ と直 視 す る様 に して欲 しい」 と

Dさ ん へ の怒 りや 不 安 をぶ ち ま け た 。 た だ 、

働 き蜂 であ り、子 ど もの こ とは母 親 に任 せ てい

た こ と は反 省 す るが 、 だ か ら と言 っ て 、Dさ

ん が こん なに わが ま ま放題 して 良 い とい う もの

で は な く、 そ の わ が ま ま を させ て い る母 親 が

「D子 に振 り回 され す ぎて い る」 と母 親 の 対 応

へ の不 満 を述 べ た 。 母 親 も父 親 に対 し て は、

「父 親 を説 得 して もっ と家 族 とか か わ る よ う に

して欲 しい」 との 不 満 を述 べ た が 、 「自分 がD

子 に振 り回 さ れ す ぎ て い る」 と い う思 い もあ

り、Dさ ん の行 動 や 自分 に対 す る 非 難 へ の 割

り切 れ な さや、 拒 食 や不 安 障害 の症 状 や 発 作 の

不 安 を述 べ 、 セ ラ ピス トに は、 「D子 に 自分 が

フツ ーの 母親 だ っ た とわ か らせ て欲 しい 」、 「こ

れ だ け 一 生 懸命D子 の た め に努 力 して い る こ

と を認 め て欲 しい 」 との こ とで あ っ た。

家 族 全 体 で語 られ る こ とは 、す で に何 回 も リ

ハ ー サ ル 済 み の よ う に決 ま っ て お り、 「思 え

ば、 企 業 戦士 とそ の 銃後 の妻 で あ り、 一 人 娘 に

は厳 し く しつ け も し たが 、 そ れ はD子 の こ と

を 思 え ば こそ で あ っ た。 しか しな が ら、D予



の負担 になっていたことに気付かなか ったこ

と、競争主義的な一つの価値観に拘束されて来

たことは重々反省 している。この機会に父親も

母親 もそうした世間体や、社会的な価値観から

少 しは解放されて、お互いに自分のために生き

ようと思うことができたのは、D子 が こうな

ったお陰で、感謝 しなければならない」等が

淡 々と、主 に母親か ら述べ られた。一方で、

「とはいえ、それは、どこにで もいるフツーの

家族のフツーの反応」であ り、「優等生のD子

が どうしてこんなになってしまったのか」そし

て、「どうして自分たちだけがこんなに責めら

れなければならないのか?」 とい うDさ んに

対する怒 りも語 られ、それに対 して、Dさ ん

は 「これだけ言ってまだわからないの?」 とま

た、過去の辛かった記憶をぶちまけるというく

り返 しであった。両親はDさ んの言 うままに

援助 してきたが、症状が治らず、Dさ んは家

族のせいだと言 う。 これ以上、じぶんたちにど

うしろというのかとDさ んとの関わ りかたを

教 えて欲 しい ともセラピス トに迫った。

セラピス トはそれぞれに思いきり語 らせ、反

論 させ、過去か ら現在にかけての両親 とDさ

んとの記憶の具体的な明確化 とその共有をはか

り、既 に行われてきた家族の努力を共有 し、最

後 には、「わがまま放題や らせている」 という

ことがDさ んのためになっているし、今はそ

の時期なのだということを治療者 も含めた全員

で同意 した。

② 中期

Dさ んはA市 のアパー トはか りたまま、自

宅に帰 ってくることとなったが、それは、不安

発作対策であ り、拒食やほかのことについて

は、母親はDさ んに関わらない ようにすると

いうルールの下であった。

父親はAさ んの状態や母親の努力を理解 し

ていることを述べ、「こうなったのも全部自分

のせいである」 とひたす らざんげに終始 した。

Dさ んは父親を余 り非難せず、むしろ 「余 り

関係ないひと」 と表現 した。母親は相変わ ら

関西福祉科学大学紀要 第3号(1999)

ず、「謝っているのに責められる。D子 を何 と

かコン トロール して欲 しい」とのDさ んへの

不満が語 られ、「両親の理解が足 らない。もっ

と、自分たちがしてきたことを反省して、私の

言 うとお りにして欲 しい」と語るDさ んとの

応酬が続いた。

「あの○○事件」 というように命名 され、家

族で共有 されていた、様々な過去のDさ んの

つらさを巡るエピソー ドが、再度、細部にわた

って、語られ、チェックされ、あらたな過去と

して変化 し、再確認 され、家族関係の展望につ

いて語られるようになった。

いみ じくも、Dさ んが、この家族療法 は、

「確認のためにきている」 と述べ たように、セ

ラピス トの役割は、Dさ んが親の期待通 りに

しようと我慢ばかりして辛かったことを 「本当

に」理解 して、今後、Dさ んの必要 な援助 を

するための合意と共有の場 を共にする、証人で

あることのようであった。

③ 終結期

当初よりDさ んのことが きっかけで変化 し

たと述べていた家族であったが、具体的に、父

親は母親 とDさ んに葛藤が起 きたときにその

仲介役ができるようになり、母親が本 当にD

さんのことを理解 したとDさ んが漸 く言葉で

評価 した。症状や発作についても、これほど深

い理解をすることはセラピス トにも不可能であ

る と母子で口をそろえて語 った。Dさ んはこ

れで、自分の問題はもう家族の問題でなく、自

分の問題 として考えられるようになったので、

これ以上家族療法の必要はないとのことであっ

た。その問題 とは不安障害であったが、家族療

法を受け始めて一ヶ月後 くらいからは、一切不

安障害の発作は起こってはいなかった。ただ、

D子 は、不安障害は治 らない ものであ り、投

薬 を受け、 うまくつきあうことができるように

な り、発作が起 きても安心だからとA市 の専

門学校 に行 き始め、母親 も安心 してD子 を一

人 ぐらしさせることができるようになった。

(8)事 例考察
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家 族 が めい め い の語 りの場 を共 有 す る こ とに

よって 、 誤 解(と は め い め いの ス トー リーの食

い 違 い で あ るが)は 、 修 正 され る場 合 もあ れ

ば、 記 憶 違 い と して そ の ま ま で あ る場 合 もあ

る。 当 然 過 去 や 記 憶 は改 変 され る。 目 的 はそ の

調 整 に あ る ので は な く、 互 い の物 語 りを共 有す

る こ とに あ り、 そ こで 、 「真 実 さが し」、本 当の

「過 去 」 を す りあ わ せ る の は、 無 駄 な労 力 と も

い える。 しか しなが ら、 そ のす りあ わせ の ため

に新 た に家 族 が 協 力 して 、新 た な ス トー リー を

作 つて い こ う とす る営 為 が 、新 た な語 り直 しと

な り、互 い の 関係 性 につ い て の異 な っ た ス トー

りー が 構 成 され る ので あ る。

この 家族 はす で にそ の レジ リア ンス を以 て、

家 族 関係 の修 復 をあ る程 度 は して お り、新 た な

過 去 の ス トー リ ー を共 有 す る た め の 、 あ るい

は、儀 式 と して の家 族 療 法 で あ った の か も しれ

な い。 「症 状 や 発 作 を含 め て もセ ラ ピ ス トよ り

も母 親 のD子 理 解 の ほ うが 深 い」 とい う家 族

の 言葉 は 、当 た り前 す ぎる く らい 当 た り前 の言

葉 であ りなが ら、 治療 の場 で 、 治 療 者 に面 と向

か っ て語 られ る こ とは少 ない 。 ま さ し く、 ク ラ

イ エ ン ト本 人 が 、援 助 の 専門家 で あ るセ ラ ピス

トに 「ク ラ イエ ン トや家 族 が 専 門家 で あ る」 と

宣言 を した わ けで あ り、 これ を セ ラ ピ ーの場 に

お い て共 有 した過程 そ の もの に意 味 が あ った こ

とを語 る象 徴 的 な 言葉 で あ っ た と考 察 され る 。

しか しなが ら、家 族 史 におい て は、 母 親 が語

る よ うに か な り硬 直 した 関係 に あ る家 族 で あ っ

た よう で 、 そ こ にお い て 、家 族 の レジ リア ンス

は う ま く機 能 してい なか った と も言 え よう。 面

接 初 期 に お い て も、 母子 家 庭 の よ うな父 親 の仕

事 中毒 振 り と母 親 が 内助 の功 を精 一 杯 果 た した

こ とに対 して両 親 と も に反省 の弁 は述 べ なが ら

も、 自負 心 を もっ て語 り、 そ の 自負 心 に挑 み か

か るDさ ん と両 親 の 語 りあ い の な か で 、Dさ

ん の状 況 や 両親 の状 況 が 相 互理 解 され て 、本 来

家 族 が も って い た、 レジ リ ア ン ス に よっ て、 あ

とは 、 家 族 が 自律 的 に解 決 策 を見 い 出 してい っ

た とい え よ う。

v考 察

報 告 事例 に共通 してい る点 は、 ふ た つ あ る。

まず 第 一 に、 ク ラ イ エ ン トが 症 状 行 動 に よ っ

て 、 家 族 を変化 させ よ う と し、 それ で 家族 が 援

助 ・者 にSOSを 求 め て い る よ う に み え るか も し

れ な いが 、 そ の 時点 に至 る まで、 家 族 は 自分 た

ち の レジ リ ア ンス を働 かせ て きた挙 句 の こ とで

あ っ た とい う こ とで あ る。家 族 は本 来 的 には 、

援 助 者 に問 題 解 決 して もら うの で は な く、 自 ら

の 自律 性 に よ って 問題 解 決 した い もの なの で あ

る とい う家 族 レジ リァ ンス を持 って い る とい う

前提 を、 援 助 者 が持 っ た上 で 、 そ の こ とを共通

の認 識 とす る過 程 が 、援 助 の 過程 で あ り、 そ れ

が家 族 を結 果 的 に よ り望 ま しい方 向 に変 化 させ

た と も言 え よう。

第2点 は 、家 族 が 問題 の ない 、理 想 的 な家 族

に な るこ とを終 結 の 目的 とす るの で な く、 問題

を残 しな が ら、 あ るい は 、一 般 的 な家 族 の 理想

形 と異 な っ て いて も、 今後 、 自律 的 に家 族 や 利

用 者 が 問 題 に対 処 で き るい わ ば 処 理 シス テ ム

(copingsystem)で あ る と の 共 通 認 識 、 つ ま

り、 家族 レジ リア ンス を共 有 す る こ とがそ の 面

接 の 目的 の 多 く を 占 め て い た とい う こ とで あ

る。

前 述 の よ うに家 族 レ ジ リア ンス ・ア プロ ーチ

にお い て 、 家族 レ ジ リ ア ンス は病 理 モ デ ル に よ

る ア セ ス メ ン トされ るべ き一 つ の要 因 と して家

族 レ ジ リア ンス をみ る もの で は な く、 ひ とや 家

族 に ス トレ ング ス をみ る もの で あ り、 家族 の過

程 にお い て 危機 は不 可 避 で あ り、 問題 はそ の危

機 を う ま く乗 り越 え られ る か で あ り、 そ の危 機

を乗 り越 えて 、家 族 は進 化 して い く。

家 族 レジ リァ ンス とは、 家族 自身 に よ る回復

力 で あ り、 そ れ は 自 らの所与 の もの として、 援

助 の場 にお け る援 助 者 との相 互作 用 を通 して 、

家 族 自身 で 語 られ る と きに、 問題 が 解 消 され る

の で は ない か とい うこ とにつ い て、 事 例 を通 し

て考 察 した。

バ イス テ ックは 「今 日、 ソー シ ャ ル ワー クの



専 門家 の もっ と も固 い信 念 は、 人 は 自己 決 定 す

る の生 来 の能 力 を持 っ て い る とい う考 え 方 で あ

る」28）と述 べ て お り、 ま た 、社 会福 祉 援 助 の重

要 な原 則 の一 つ で あ る ク ラ イエ ン トの 自律 性 の

尊 重 に お い て も、す で に ソ ー シ ャル ・ケ ー ス ワ

ー ク とは
、 個 人 、 あ るい は家 族 の レジ リア ンス

を十 全 に機 能 せ しめ る よ う な協 働 の過 程 で あ る

こ とは ソ ー シ ャ ル ワ ー カ ー に は共有 され て い る

と言 い うる。 つ ま り、 家 族 レ ジ リア ンス とい う

観 点 か ら言 え ば 、 そ れ ら の原則 は、 家 族 レジ リ

ア ン ス へ の信 頼 で あ り、 援 助 と は 個 人 ・家 族

が 、 も と もと 自律 的 に 自 己決 定 で きる よ うな レ

ジ リア ンス が 機 能 し、 ク ラ イエ ン トの ワ ー カ ビ

リテ ィー が 回 復 、 促 進 す る こ と過 程 な の で あ

る。

バ イ ス テ ック は ケ ース ワ ー カー の役 割 と して

次 の4つ をあ げ てい る。

（1）クライエン トが彼の問題やニー ドを明

確 に、見通 しをもってみることができる

よう援助すること

（2)ク ライエントが地域社会における適切

な資源 に気付かせ ること

(3)眠 っているクライエント自身の資源を

活性化する刺激 を導入すること

(4)ク ライエントが成長 し、問題を克服す

るための環境 となる関係を作 り出すこと

これらは極めて基本的なが ら、重要な援助者

が銘記すべ き点であ り、改めて、個人と家族と

その対象は別 にしなが らも(前 述のように家族

療法は家族のみを対象 とするものではなく、ま

た、ナラティヴ ・セラピーにおいてもまった く

家族にこだわらない)、家族 レジリアンスとは

今 日こと新たに注 目すべ き概念として紹介する

までもない家族に内在する大 きな資源である。

家族が自律的に問題解決するに至るには、家族

の自律性 を機能 させ、自己決定に導 くような援

助者 と家族の多様なかかわ りの過程が必要とな

って くる。この過程をセラピス トとして明確に
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意識化 したものが、家族 レジリアンス ・アプロ

ーチであると言え、ここにおいて、「援助者は

not一Knowing"で あり、家族のことは知らない

のだか ら、家族や問題やクライエントについて

のエキスパ ー トである家族やDさ んにかた り

を通 して、教えてもらう」というナラティヴ ・

セラピー的な援助者のスタンスが有効 となって

くる。

同時に、ナラティヴ ・セラピーの意義は、自

らを拘束する援助構造のヒエラルキーへの 「果

敢」な挑戦とも言えよう。専門家への援助を求

めて来所するひとびとは、場合によっては、援

助者が問題解決 してくれるものであるという、

いわば、魔術師によって奇蹟がおこることを期

待 しているように見える場合もある。援助者が

専門家ではな く、「無知」な 「聞き手」となる

ことによって、家族の自律性が回復 し、家族レ

ジリアンスが機能するべ く、家族 レジリア ンス

を掘 り起 こし、エ ンパワメン トす る。援助者

は、家族や利用者の代わりに援助するのではな

く、彼/彼 女等 と相互援助関係を醸成 しうる場

を共に創出することによって、彼/彼 女等が自

律性を発揮 し、利用者主体の問題解決を可能な

らしめ、そのことが日常的であるような家族関

係、あるいは、家族関係の見方の変化 を援助

し、周辺 システム との関係 にも変化が導 かれ

る。

個人の発達のレジリアンスでもみたように、

自己評価や問題処理能力の認識が個人のレジリ

アンス を支える大 きな要因とされてい るよう

に、援助者の家族レジリアンスへの信頼が家族

の家族レジリアンスへの信頼 となるのである。

利用者の自己決定や自律性の尊重という社会

福祉援助 における原則的な価値の尊重は、単

に、援助者の倫理や価値 として心得てお くとい

うだけでなく、その過程 を家族と共に経験する

ことによって、家族レジリ アンスによって、家

族がみずからの自律性に目覚め、家族相互の、

あるいは、環境との相互協力体制が機能し始め

るための重要なアプローチであり、それは、家
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